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■身の回りの防災・点検

①建物、塀、門扉、大型遊具など、災害の

時に危険があるものは専門家による耐震

耐火診断を受ける。問題点があれば対策

が必要。

②ガラス戸には、飛散防止シートを張るな

どしておく。

①出入り口や廊下、非常用すべり台など

の近くに物は置かず、避難ルートはす

ぐに使えるようにしておく。

②避難ルートに、怪我のもとになるよう

な危険（床板が腐っている、釘が出て

いる、階段の滑り止めが無いなど）が

ないか点検をする。

①ロッカー、本棚、くつ箱などは天井面に

金具などで固定し転倒を防ぐ。

②テレビなどのオーディオ機器は転倒防止

器具で固定しておく。

③ピアノや、オルガンなどはキャスター部

分を固定しておく。

④本棚の上など、高いところに物は置かな

いようにする。



①消火器は落下・転倒しないように置く。

②職員に消火器の設置場所と使用方法を繰り

返し指導する。

③消火器の使用期限が切れていないか確認を

する。

④半年に１回は検査を受ける。

①ストーブの周辺に燃えやすい物は置かな

いようにする。

②給湯室のガス栓、ガス管が壊れたり老朽

化していないか確認をする。

③電気コードやコンセントが壊れたり老朽

化していないか確認をする。

④コンセントの周囲にホコリをためないよ

うにする。

①冷蔵庫、食器保管庫などの大きな電化製

品は倒れないように固定する。

②ガス栓、ガス管が壊れたり老朽化してい

ないか確認をする。

③電気コード、ガスホースなどは足に引っ

かからない様にまとめておく。

④ガスを使用しない時には、こまめに元栓

を閉める習慣をつける。



①非常用持ち出し品をリュックにまとめておく。

②各保育室の持ち出しやすい場所に非常用持

ち出し袋を備えておく。

③薬や食品は、年に一回（例:年末に）消費期限

を確認し、古くなったものは交換する。

＊電源や電池不要な懐中電灯や携帯電話の充電

器など、便利な防災グッズをチェックして、

必要なものはたしておく。

あると便利！持ち出しチェックリスト

非常用持ち出し袋の準備

↑
災害時、職員は

全員ヘルメットを着用



①園内に、最低3日分の必需品を備蓄して

おく。

②薬や食べ物は、定期的に消費期限を確認

し、古くなったものは入れ替えて補充す

る。

③個々のアレルギーの状況を確認しアレル

ギー対応食品等を備蓄しておく。

※0歳児用備蓄品については、担任が毎年

確認する。

あると助かる日用品



※所要時間…徒歩約25分

上口保育所 避難経路 三郷市立 彦成小学校

・避難想定場所の彦成小学校まで距離があるため、災害

状況にもよるが、原則として保育所待機とする。

・避難ルートは道幅が狭く、見通しの悪い交差点が各所

にある。

ルート１ルート２



※所要時間…徒歩約10分

丹後保育所 避難経路 三郷市立 前間小学校

・ルート１ 交通量の多い県道、危険交差点あり。

・ルート２ 前間小付近に高い壁があり、崩落に注意する。



※　所要時間　徒歩約　10分

高州保育所 避難経路 三郷市立 高州小学校

・保育所周辺、特にルート１は豪雨時冠水に十分に

注意しながら避難する。

・ルート２は道幅が狭いため、車などに注意する。



※所要時間…徒歩約８分

さくら保育所 避難経路 三郷市立 桜小学校

・大地震の際、電柱の倒壊、団地建物の崩落に十分

注意する必要がある。



※所要時間…徒歩約15分

彦成保育所 避難経路 三郷市立 彦郷小学校

・ルート上には用水路があり、転落に注意する。

・彦郷小へは、いずれのルートも大きな道路を横断する

ことになるため、通行に十分に注意する。

・豪雨時、保育所前道路の冠水に注意する。



※所要時間…徒歩約10分

早稲田保育所 避難経路 三郷市立 丹後小学校

・交通量が多い道路のため、歩行に注意する。

・住宅街の電柱、街路樹の倒壊に注意する。

・停電時、交差点の信号に注意する。



■三郷市洪水時ハザードマップ

洪水ハザードマップ

（三郷市公式サイト）

詳しい情報を確認するには・・・

地震ハザードマップ

（三郷市公式サイト）



①子どもたちを安全な場所（あらかじめ決めて

おく）に、集める。

②自治体や警察などの広報、ラジオ、テレビな

どから情報を集める。

③ストーブなどの使用中の火を消し、元栓を閉

める。

④バケツなどに水をくんで非常用水を確保する。

⑤非常用持ち出し袋を持つ。

⑥状況に応じて、保護者と連絡を取り、子ども

の引き渡しをする。

①災害時に電話がつながらないことを予想

し

てあらかじめ複数の連絡手段を決め、保護

者に知らせておく。

②すぐに情報が伝えられるように、いくつ

か

の事態を考えた定型文を用意しておく。

①避難場所を保護者と共有しておく。

引き渡し名簿を作成しておく。

②保護者との間で、引渡し時のルール

を決めておく。引き渡し訓練も実施

してみる。

■保護者との連携



■災害時の対応≪火災≫

発見者
・大声で知らせる

・非常ベルを鳴らす

消防署へ通報 ・放送 ・初期消火

保育所が火元の場合

・非常放送を聞いたらすぐに近くの園

児を集める。

・ハンカチなどで鼻と口を押え、園児

を屋外へ誘導する。

・窓・ドアを閉める。

・屋外の安全な場所でクラスごとに整

列させる。

・乳児クラスの応援

・子どもが安心できるような言葉をか

ける。

・残留児の確認をする。

持ち出し品

出席簿・災害個表・笛

周辺が火災の場合

・地域の連絡先などと連絡をとり合っ

て、正確な情報をつかむ。

・状況に応じて、子どもたちを安全な

場所に集め、建物の外へ誘導する。

・風向き、火災の規模、周辺の危険な

場所(工場・ガソリンスタンドなど）

の有無を確認し、安全な場所に避難

させる。

・人数確認

・安全確認

・安全な場所まで避難した後、すこやか課に連絡し指示を仰ぐ

・すこやか課 → 保護者へ連絡する。(マ・メール等）

【火災発生】



■災害時の対応≪地震≫

保育室にいた場

合
園庭にいた場合 園外にいた場合

・倒れやすいものから園児を遠ざ

け、落下物から身を守れるよう、

部屋の中央や机の下など、安全

な場所で待機する。

・窓、扉を開けて出入り口を確保

する。

・防災頭巾をかぶらせ、靴を履か

せる。

・人員点呼・確認をし正確な情報

をつかみ、次の対応に備える。

・状況に応じて、出席簿、災害個

票、非常持ち出し袋をもち、屋

外に避難する。

・園庭中央付近に子どもたちを集合させ、待機する。

・人員点呼・確認をし、状況に応じて、広域避難場所に誘導す

る。

・津波や河川の決壊のおそれがある場合は、より高いところに

避難する。

≪報 告≫
・すこやか課へ連絡（電話、マ・メール等）

・保護者へ連絡（マ・メール）

・園児・職員人数・建物被害状況

・最終園児降所の報告

・建物から十分に離れた場所へ

子どもを誘導する。

・人員点呼・確認をし、園と連

絡をとり、指示を受ける。

・状況に応じて、より安全な避

難場所へ子どもを誘導する。

【地震発生】



■災害時の対応≪風水害≫

【風水害発生】

台風等接近前の確認及び準備
・植木、玩具、用具等飛ばされないようにする。

・園児たちが落ち着けるように配慮する。

・午睡時は窓から離して寝具の準備をする。

・懐中電灯の電池残量確認、携帯ラジオの準備をする。

・ラジオやテレビ、インターネット等で情報収集する。

・ハザードマップ・避難確保計画等により、災害が想定されている区域や避難先、避難

経路を確認する。

※台風等の接近により、被害が出ることも想定されるため、児童の安全を最優先させる

観点から、登園はできるだけ控えるよう保護者に協力を呼びかけおく。

道路冠水（内水氾濫）が発生した場合
・保育所及び周辺状況について、マ・メール

で保護者へ周知する。

・施設内まで浸水する危険性が高まった場合

は、子どもたちを２階に移動させ、待機する。

・保育に必要な物資・災害備蓄品を２階に運

ぶ。

・所長は施設周辺の状況把握に努め、施設内

まで浸水がおよぶ場合は、すこやか課に報告

する。

【警戒レベル３】 高齢者等避難が発令された場合

・マ・メールで保護者に連絡をとり、今後の保育所の対応を報告するとともに、速やかなお迎えを依頼

する。その際には必ず引渡し場所について案内する。

・避難確保計画では、施設２階に分散避難と定めているため、原則として施設内に留まる。ただし、江

戸川・利根川の水位上昇に伴う【警戒レベル３】高齢者等避難の情報が発令された場合は、速やかに指

定避難所へ避難する。

・指定避難所に避難する際には、事前に道路冠水及び暴風の状況等を把握する。施設周辺に道路冠水

（内水氾濫）が発生している際には、引き続き施設内の安全を確保できる場所に留まるか、周辺の高い

施設に避難するなど、命を守るための行動をとる。

※指定避難所（施設外）に避難する場合

①ブレーカーやガス水道の元栓を閉める。

②ドアに避難場所を掲示しておく。

③雨具を着て荷物は背負うものだけにして両手の自由を確保する。

④靴は水が入ると歩きにくくなる長靴より、紐やしっかり足元を固定できる運動靴や

トレッキングシューズを履く。

暴風警報が発令された場合
・子どもたちを施設内の安全な場所に誘導

する。

・マ・メールで保護者に連絡をとり、速や

かなお迎えを依頼する。

・安全に引き渡せる場所を検討し、確保す

る。

保育時間中に風雨が強まってきたら

・窓とカーテンを閉め、窓に近い場所には近づかない。

・安全な場所で保育を継続する。

・保育に必要な物資・災害備蓄品を確認する。



■災害時の対応≪竜巻≫

 

発達した積乱雲がある場合は、気象情報に留意
し、テレビ、ラジオ、インターネットなどで情
報を収集する。

園外にいる場合は

・早めに園舎内や頑丈な建物に避難する。

・近くに頑丈な建物がない場合は身体

を隠せる溝など低い場所で伏せる。

・木の近くやプレハブの物置などは避ける。

保育所内にいる場合

・1階に移動して窓とカーテンを閉め、

窓から離れた場所に待機する。

・帽子や防災ずきんをかぶり、両腕で

頭や首を守る。

発生後の確認
・施設内外の被害状況を点検し、 所長に報告をする。

・所長は状況を把握し、すこやか課に報告する。

・被害の無いところで保育をする。

・状況をマ・メールで保護者へ周知する。

【竜巻発生】



■災害時の対応≪不審者発見・侵入≫

■災害時の対応≪不審物の発見≫

一斉放送による合言葉
【　　　　　　　　　　　　】

【不審者発見・侵入】

不審者発見

通常保育中 時間外保育・土曜保育

①園児を室内（各保育室）へ誘導し待機する。各部屋の

戸締りをする。

②園児の確認をする

③二次避難の指示により、避難する。

警 察 【 110番 】 通 報 を す る

所長・すこやか課に連絡

侵入された場合

＊園児を集め、安全を確保し避難する。

【不審物の発見】

警察【110番】通報

すこやか課に連絡し指示を仰ぐ

①園児の安全を確保する

②二次避難の指示により避難する



■保育の再開に向けて

①電話、メール、避難所を訪問するなどして職員や

子どもの被害状況を確認し、一覧表に整理する。

（確認内容）

・本人と家族の安否（負傷・死亡・不明）

・住居の被害状況（全壊・半壊）

・避難場所

・連絡手段

・出勤（登所）の可否（できない理由）

②専門家（県又は市の営繕担当など）に保育所設備

の安全判定調査をしてもらう。

③通信手段、ライフライン（電気、ガス、水道）

食材の入手先、交通機関の復旧状況を確認する。

④保育所の近くの道など、周りの安全を確認する。

①被害状況をすこやか課に報告する。

②すこやか課が保育所（設備含む）の安全を確

認し、使用できると判断した時は、保育所内

の清掃、片付けをする。

③すこやか課の指示のもと、保育活動の再開計

画を立て再開日を決める。

【協議・調整事項】

・保育室及び職員の確保、職員配置

・ライフライン、トイレ、保育用品の確保

・保育活動の工夫

・救助物資の受け入れ

・子どもたちの心のケア体制

・保育再開の日程



■こころのケア

①こまめに休息をとり、休めるときはきちんと

休む。

②十分な睡眠をとる。

③食事と水分を十分にとる。

④お酒の飲みすぎに注意する。

⑤心配や不安を感じたら上司や同僚と話し合い、

自分の体験や感情を分かち合うようにする。

⑥一日一回はリラックスタイム（お茶、仮眠）

をとれるように心掛ける。

①子どもたちの様子に変化（ストレス反応）がな

いか観察する。

②ストレス反応が１か月以上続くようなら、保護

者と話し合い、カウンセラーなど専門家に相談

する。

③災害後の子どもたちの気持ちに配慮し支えとな

る。

【代表的なストレス反応】

・落ち着きがない ・食欲が出ない

・はしゃぐ ・集中力がない

・怒りっぽくなる ・自分を責めてしまう

・子どもがえりをする ・無気力になる



災害用伝言ダイヤルとは、災害の発生により、被災地への通信が増加し、つな

がりにくい状況になった場合に開設される声の伝言板。

『１７１』をダイヤルし、音声ガイダンスに従って、伝言の録音、再生を行うこ

とができる。ＮＴＴでは災害時以外にも毎月１日、１５日と防災週間等に『災害

時伝言ダイヤル』体験ができる様に『体験利用日』を設けているので、保護者の

方と一緒に伝言の残し方や聞き方の訓練をしておくとよい。

電話は繋がらないけど、インターネットなら使えるという時は『災害用ブ

ロードバンド伝言板（web171）を利用するとよい。ホームページアドレス

（https://www.web171.jp/top.php）にアクセスし、電話番号を入力するこ

とで、伝言を登録・確認することができる。同様に、携帯電話各社においても

災害用伝言板を開設している。携帯電話から災害用伝言板にアクセスし、コメ

ントを入力し、伝言板に残すことができる。

■緊急時安否確認・情報源・連絡手段

■連絡先
三郷市役所…９５３－１１１１（代表）

すこやか課…９３０－７７８３（庶務係）

９３０－７７８４（保育係）

各保育所…上口(952-1604) 丹後(957-2552) 高州(955-0325)

さくら(958-0390) 彦成(957-3377) 早稲田(959-0911)

【保護者のみなさんへ】

災害時には保育所から各保護者へ「マ・メール」にてお子さんの安否

情報をお知らせします。また、災害時において保育所へ電話がつながら

ない場合は、保育所から送信された「マ・メール」を返信することで、各保

護者の安否等を保育所へ知らせることができます。この場合、各保護者

は必ずご自分とお子さんの氏名を忘れずに入力してご返信ください。


